
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

議

会

規

則

大
分
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

大
分
県
議
会
傍
聴
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

大
分
県
議
会
委
員
会
傍
聴
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

〇
議

会

規

則

大
分
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
議
会
議
長

嶋

幸

一

大
分
県
議
会
規
則
第
一
号

大
分
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
議
会
会
議
規
則
（
昭
和
四
十
年
大
分
県
議
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
出
産
」
の
下
に
「
（
配
偶
者
の
出
産
を
含
む
。
）
」
を
、
「
介
護
」
の
下
に
「
、
看

護
」
を
加
え
る
。

第
九
十
九
条
第
一
項
中
「
議
場
」
の
下
に
「
及
び
傍
聴
席
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
議
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
議
会
議
長

嶋

幸

一

大
分
県
議
会
規
則
第
二
号

大
分
県
議
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
議
会
傍
聴
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
大
分
県
議
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

四
条
中
「
傍
聴
券
」
の
下
に
「
（
第
一
号
様
式
）
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

傍
聴
券
は
、
会
議
の
当
日
、
所
定
の
場
所
で
次
項
の
規
定
に
よ
る
申
込
み
（
次
条
に
お
い
て
「
傍
聴
申

込
み
」
と
い
う
。
）
の
順
序
に
よ
り
交
付
す
る
。
た
だ
し
、
手
話
通
訳
者
又
は
要
約
筆
記
者
（
以
下
「
手

話
通
訳
者
等
」
と
い
う
。
）
を
配
置
す
る
場
合
で
手
話
通
訳
者
等
を
必
要
と
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

３

傍
聴
券
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
本
会
議
傍
聴
受
付
簿
（
第
二
号
様
式
）
に
所
要
事
項
を
記

入
し
て
申
し
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
傍
聴
申
込
み
）

第
五
条

前
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
傍
聴
申
込
み
は
、
議
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
議
長

が
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
（
議
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
そ
の
傍
聴
申
込
み
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線

で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
傍
聴
申
込
み
に
つ
い
て
は
、
当
該
傍

聴
申
込
み
に
関
す
る
こ
の
規
則
の
規
定
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該
傍

聴
申
込
み
に
関
す
る
こ
の
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３

第
一
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
傍
聴
申
込
み
は
、
当
該
傍
聴
申
込

み
を
受
け
る
議
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
行
わ

れ
た
も
の
と
み
な
す
。

第
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
加
え
、
又
は
迷
惑
を
及
ぼ
す
」
を
「
加
え
る
」
に
、
「
物
品
」
を
「
物
」
に

改
め
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

ビ
ラ
、
幕
、
た
す
き
そ
の
他
の
議
場
に
現
在
す
る
者
に
対
し
て
威
勢
を
示
す
た
め
に
使
用
さ
れ
る
お

そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
物
を
携
帯
し
、
又
は
着
用
し
て
い
る
者

三

前
二
号
に
規
定
す
る
物
の
ほ
か
、
会
議
又
は
他
の
傍
聴
人
の
傍
聴
を
妨
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
物
を
携
帯
し
て
い
る
者

第
十
条
第
一
項
中
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
削
り
、
第
七
号
を
第
四
号
と
し
、
第
八
号
を
削
り
、
同
項

第
九
号
中
「
議
事
」
を
「
会
議
」
に
、
「
を
疑
う
に
足
り
る
顕
著
な
事
情
が
」
を
「
が
明
ら
か
で
あ
る
と
」

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四
号
」
を
「
第
三
号
」
に
、
「
物
品
」
を

「
物
」
に
改
め
る
。
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年
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外

二
二

三
月
三
十
一
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

元
屋
印
刷
株
式
会
社

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
議
会
規
則
）

一



第
十
一
条
中
「
、
静
粛
に
し
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
一
号
中
「
表
明
し
な
い
」
を

「
表
明
し
、
又
は
議
場
に
現
在
す
る
者
に
対
し
て
威
勢
を
示
さ
な
い
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
号
と

し
、
同
条
に
第
一
号
と
し
て
、
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

静
粛
に
す
る
こ
と
。

第
十
一
条
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

携
帯
電
話
端
末
そ
の
他
音
を
発
す
る
機
器
は
、
音
を
発
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

第
十
一
条
第
五
号
及
び
第
六
号
を
削
り
、
同
条
第
七
号
中
「
議
場
の
秩
序
を
乱
し
、
又
は
議
事
の
妨
害
と

な
る
」
を
「
会
議
又
は
他
の
傍
聴
人
の
傍
聴
を
妨
害
す
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
す
る
。

第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
１
号
様
式

（第
４
条
関
係

）

大
分
県
報
号
外
（
議
会
規
則
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

二



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

第
２
号
様
式

（第
４
条
関
係

）

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
議
会
委
員
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
議
会
議
長

嶋

幸

一

大
分
県
議
会
規
則
第
三
号

大
分
県
議
会
委
員
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
議
会
委
員
会
傍
聴
規
則
（
平
成
十
三
年
大
分
県
議
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
四
条
第
三
項
中
「
記
入
し
な
け
れ
ば
」
を
「
記
入
し
て
申
し
込
ま
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
八
条
中
「
、
静
粛
に
し
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
一
号
中
「
表
明
し
な
い
」
を
「
表

明
し
、
又
は
会
議
に
現
在
す
る
者
に
対
し
て
威
勢
を
示
さ
な
い
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同

条
に
第
一
号
と
し
て
、
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

静
粛
に
す
る
こ
と
。

第
八
条
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

携
帯
電
話
端
末
そ
の
他
音
を
発
す
る
機
器
は
、
音
を
発
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

第
八
条
第
五
号
及
び
第
六
号
を
削
り
、
同
条
第
七
号
中
「
委
員
会
の
秩
序
を
乱
し
、
又
は
議
事
の
妨
害
と

な
る
」
を
「
会
議
又
は
他
の
傍
聴
人
の
傍
聴
を
妨
害
す
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
を

第
九
条
と
す
る
。

第
七
条
第
一
項
第
一
号
中
「
加
え
、
又
は
迷
惑
を
及
ぼ
す
」
を
「
加
え
る
」
に
、
「
物
品
」
を
「
物
」
に

改
め
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

ビ
ラ
、
幕
、
た
す
き
そ
の
他
の
委
員
会
の
場
に
現
在
す
る
者
に
対
し
て
威
勢
を
示
す
た
め
に
使
用
さ

れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
物
を
携
帯
し
、
又
は
着
用
し
て
い
る
者

三

前
二
号
に
規
定
す
る
物
の
ほ
か
、
会
議
又
は
他
の
傍
聴
人
の
傍
聴
を
妨
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
物
を
携
帯
し
て
い
る
者

第
七
条
第
一
項
中
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
削
り
、
第
七
号
を
第
四
号
と
し
、
第
八
号
を
削
り
、
同
項

第
九
号
中
「
議
事
」
を
「
会
議
」
に
、
「
を
疑
う
に
足
り
る
顕
著
な
事
情
が
」
を
「
が
明
ら
か
で
あ
る
と
」

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四
号
」
を
「
第
三
号
」
に
、
「
物
品
」
を

「
物
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

第
六
条
を
第
七
条
と
し
、
第
五
条
を
第
六
条
と
し
、
第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
議
会
規
則
）

三



         

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
傍
聴
申
込
み
）

第
五
条

前
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
込
み
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
傍
聴
申
込
み
」
と
い
う
。
）
は
、
議
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
議
長
が
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組

織
（
議
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
そ

の
傍
聴
申
込
み
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理

組
織
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
傍
聴
申
込
み
に
つ
い
て
は
、
当
該
傍

聴
申
込
み
に
関
す
る
こ
の
規
則
の
規
定
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該
傍

聴
申
込
み
に
関
す
る
こ
の
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３

第
一
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
傍
聴
申
込
み
は
、
当
該
傍
聴
申
込

み
を
受
け
る
議
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
行
わ

れ
た
も
の
と
み
な
す
。

第
一
号
様
式
（
裏
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
、
第
四
号
様
式
（
そ
の
一
）
及
び
同
様
式
（
そ
の
二
）
中
「第

９
条
関
係

」
を
「第

10条
関

係

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
報
号
外
（
議
会
規
則
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

四


